
点呼のポイント

点呼を活かして過労運転を防止しましょう

今月のテーマ

点呼では、顔つきなどの変化をよく観察することにより、運転者の前日の状況や疲労・健康状態などについて細かくチェック
することが大切です。
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コミュニケーションの充実

運転者の変化に気付くためにも、日ごろから運転者と運行管
理者の間のコミュニケーションをよくしておくことが必要です。

①運転者が疲労(眠気)や健康に関連した危険を感じたときに「安全
を優先」した発言のできる職場環境を構築しておくことが必要です。

②運転者が過労、身体の異常などを電話などで運行管理者に伝え
やすい環境をつくることが必要です。

③比較的時間の余裕のある乗務後の点呼は個室で着席により行
い、運転者と運行管理者のコミュニケーションを図るなどの工夫も
必要です。

①基本的に対面点呼により、運転者の顔つき、態度、言葉遣いの変化などを観察し、変化が見ら
れた場合、背景にどのような要因があるのかをつきとめ、対応策を講じていくことが必要です。
②点呼時の質問は、毎回異なる質問をする、質問を長くするなどの工夫が必要です。運転者の反
応がいつもより遅くないかなど、詳細な観察を行います。
③直前の睡眠時間、疾病の有無(持病のある場合においては現在の状態と通院の確認等)など、
運転者の身体的な健康状態を把握するとともに、精神的な面においても悩みがないかなども把
握することが必要です。
④長期の運行計画など、対面点呼ができない場合においても、テレビ電話など画像データを活用
するなどして疲労状態を確認するよう工夫することが望まれます。

引き続き過労運転防止をテーマとし、今回は「点呼」のポイントを意識し直すことやドライバーさんとのコミュニケーションをしっかり取
ることが過労運転防止につながることを再確認しましょう。

自動車総合安全情報「トラック輸送の過労運転防止対策マニュアル」より


